
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
の
一
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を
改
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す
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律
案
に
対
す
る
附
帯
決
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政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
最
終
処
分
に
関
し
て
、
そ
の
必
要
性
、

安
全
性
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
な
情
報
公
開
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
政
府
が
定
め
る
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
が
作

成
す
る
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
、
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、

放
射
性
廃
棄
物
に
係
る
研
究
開
発
の
進
展
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
等
を
勘
案
し
、
定
期
的
に
検
証
す
る
こ
と
。

ま
た
、
埋
設
処
分
業
務
の
実
施
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
科
学
技
術
・
学
術
審
議
会
に
お
い
て

審
議
を
行
い
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
行
う
な
ど
広
く
国
民
の
意
見
を
聴
き
、
そ
の
反
映
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
放
射
性
廃
棄
物
の
埋
設
処
分
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
住
民
の
不
安
を
解
消
し
、
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う



努
め
る
こ
と
。

そ
の
際
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
は
、
立
地
計
画
を
策
定
し
、
公
平
な
立
地
選
定
を
す
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

四
、
政
府
は
、
放
射
性
廃
棄
物
処
分
の
た
め
の
埋
設
施
設
の
安
全
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
安
全
審
査
体
制
を
整
備
し
、
審
査
の

過
程
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

ま
た
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
は
、
施
設
を
管
理
す
る
者
と
し
て
、
放
射
性
廃
棄
物
埋
設
処
分
施
設

の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
十
分
な
説
明
責
任
を
果
た
す
こ
と
。

五
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
事
業
が
安
全
か
つ
確
実
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
放
射
性
廃
棄
物
の
輸
送
、
処
理
等
に
関
し
、
発
生

者
の
経
済
的
負
担
や
引
き
渡
さ
れ
る
放
射
性
廃
棄
物
の
性
状
等
を
考
慮
し
、
国
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機

構
、
関
係
者
の
間
で
密
接
な
連
携
協
力
を
図
る
こ
と
。

六
、
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
埋
設
処
分
業
務
を
そ
の
他
の
業
務
と
独
立
し
た
勘
定

と
し
て
区
分
し
、
厳
正
に
経
理
を
行
う
と
と
も
に
、
安
全
性
に
留
意
し
た
上
で
効
率
的
な
事
業
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
、
政
府
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
埋
設
処
分
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
の



予
算
及
び
人
員
の
確
保
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
。

七
、
政
府
は
、
放
射
性
廃
棄
物
の
処
分
に
つ
い
て
責
任
を
持
っ
て
安
全
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

八
、
研
究
機
関
や
医
療
機
関
等
か
ら
発
生
す
る
放
射
性
廃
棄
物
の
う
ち
、
余
裕
深
度
処
分
が
必
要
と
な
る
放
射
能
レ
ベ
ル
が
高

い
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
処
分
方
策
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


